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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　火災の発生を感知すると第１信号を送信する信号装置と、一定の濃度以上の煙を感知す
ると第２信号を送信する煙感知器とに接続され、前記第１信号と前記第２信号とを受信す
る受信部と、
　発光色が所定の色である光源と、
　外部から観たときに少なくとも１個が前記光源に重ならない並べ方で複数個配置され、
それぞれ前記所定の色と異なる色で点灯又は点滅することで煙が発生していることを視覚
的に表示するＬＥＤと、
　前記受信部が前記第１信号を受信していない場合、前記光源を消灯させ、前記受信部が
前記第１信号を受信した場合、前記光源を点滅させ、前記光源を点滅させているときに前
記受信部が前記第２信号を受信した場合、前記光源を消灯させるとともに、前記ＬＥＤを
点灯又は点滅させる制御部と、
　少なくとも１つの面を表示面として、避難誘導のための文字と図柄との少なくともいず
れかを前記表示面に表示する筐体と
を備え、
　前記ＬＥＤは、前記表示面を前記筐体の正面としたときに前記筐体の上面と底面と左側
面と右側面とに相当する面の少なくともいずれかに取り付けられることを特徴とする照明
装置。
【請求項２】



(2) JP 5709430 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

　前記照明装置は、さらに、透光性を有し、前記ＬＥＤを覆うように前記筐体に取り付け
られるカバーであって、内側に、前記ＬＥＤから発せられる光を前記表示面の水平方向以
外の方向に反射する反射面を有するカバーを備えることを特徴とする請求項１の照明装置
。
【請求項３】
　前記光源及び前記ＬＥＤは、前記筐体の底面に相当する面に取り付けられ、
　前記ＬＥＤは、前記光源の前後左右に配置されたことを特徴とする請求項１又は２の照
明装置。
【請求項４】
　火災の発生を感知すると第１信号を送信する信号装置と、
　一定の濃度以上の煙を感知すると第２信号を送信する煙感知器と、
　前記信号装置と前記煙感知器とに接続され、前記第１信号と前記第２信号とを受信する
受信部と、発光色が所定の色である光源と、外部から観たときに少なくとも１個が前記光
源に重ならない並べ方で複数個配置され、それぞれ前記所定の色と異なる色で点灯又は点
滅することで煙が発生していることを視覚的に表示するＬＥＤと、前記受信部が前記第１
信号を受信していない場合、前記光源を消灯させ、前記受信部が前記第１信号を受信した
場合、前記光源を点滅させ、前記光源を点滅させているときに前記受信部が前記第２信号
を受信した場合、前記光源を消灯させるとともに、前記ＬＥＤを点灯又は点滅させる制御
部と、少なくとも１つの面を表示面として、避難誘導のための文字と図柄との少なくとも
いずれかを前記表示面に表示する筐体とを有する照明装置と
を備え、
　前記ＬＥＤは、前記表示面を前記筐体の正面としたときに前記筐体の上面と底面と左側
面と右側面とに相当する面の少なくともいずれかに取り付けられることを特徴とする照明
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置及び照明システムに関するものである。本発明は、特に、煙感知器
連動停止表示機能付誘導灯、誘導灯用装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　火災が発生すると自動火災報知設備が作動し、火災信号を信号装置に送る。信号装置が
動作するとランプを点滅させたり、誘導音を再生したりする機能に加え、誘導先で煙が充
満するとランプの点滅や誘導音の再生を停止する機能をもつ誘導灯がある。
【０００３】
　誘導灯のシンボル面を緑色の光で照らす主表示部と、非常事態発生時に、シンボル面上
に表示する進入禁止マークを赤色の光で照らす補助表示部を具備した誘導灯装置がある（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２７７５４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の誘導灯では、誘導先で煙が充満してもランプの点滅や誘導音の再生を停止するだ
けのため、そこから避難しないほうがよいとは分からないという課題があった。
【０００６】
　従来の誘導灯装置では、火災が発生したときに点滅させるランプをその用途以外に活用
できないという課題があった。さらに、従来の誘導灯装置では、主表示部の背面に補助表
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示部が取り付けられているため、通常の誘導灯より装置の厚みが増すという課題があった
。
【０００７】
　本発明は、例えば、火災の発生が感知された場合に点滅させる光源を有効に利用しなが
ら、誘導先で一定の濃度以上の煙が感知された場合にそこから避難しないほうがよいこと
を分かりやすく示すことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一の態様に係る照明装置は、
　火災の発生を感知すると第１信号を送信する信号装置と、一定の濃度以上の煙を感知す
ると第２信号を送信する煙感知器とに接続され、前記第１信号と前記第２信号とを受信す
る受信部と、
　発光色が所定の色である光源と、
　全体の発光色が前記所定の色と異なる色である複数のＬＥＤと、
　前記受信部が前記第１信号を受信していない場合、前記光源を消灯させ、前記受信部が
前記第１信号を受信した場合、前記光源を点滅させ、前記光源を点滅させているときに前
記受信部が前記第２信号を受信した場合、前記光源を消灯させるとともに、前記複数のＬ
ＥＤを点灯又は点滅させる制御部とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一の態様では、照明装置が、信号装置で火災の発生が感知された場合に点滅さ
せる光源と発光色が異なる複数のＬＥＤを備えており、光源を点滅させているときに、煙
感知器で一定の濃度以上の煙が感知された場合、上記光源を消灯させるとともに、上記複
数のＬＥＤを点灯又は点滅させる。このため、上記光源を有効に利用しながら、誘導先で
一定の濃度以上の煙が感知された場合にそこから避難しないほうがよいことを分かりやす
く示すことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態１に係る誘導灯の設置例を示す（ａ）システム構成図、（ｂ）その一
部の詳細構成図。
【図２】実施の形態１に係る誘導灯の斜視図。
【図３】実施の形態１に係る誘導灯の構成を示すブロック図。
【図４】実施の形態１に係る誘導灯の透明カバーで覆われた部分の（ａ）正面図、（ｂ）
側面図、（ｃ）底面図、（ｄ）断面図。
【図５】実施の形態２に係る誘導灯の斜視図。
【図６】実施の形態３に係る誘導灯の斜視図。
【図７】実施の形態４に係る誘導灯の斜視図。
【図８】実施の形態５に係る誘導灯の斜視図。
【図９】実施の形態６に係る誘導灯の斜視図。
【図１０】実施の形態７に係る誘導灯の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。
【００１２】
　実施の形態１．
　図１（ａ）は、本実施の形態に係る誘導灯１０の設置例を示すシステム構成図である。
図１（ｂ）は、その一部の詳細構成図である。
【００１３】
　図１（ａ）及び（ｂ）の例において、煙感知器連動停止表示機能付誘導灯である誘導灯
１０は、地下２階、地上４階建ての建物の各階に設置されている。誘導灯１０は、階段入
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口又は非常口に設置される。なお、避難階（この例では、非常口がある１階）には、煙感
知器連動停止表示機能付誘導灯以外の誘導灯が設置されてもよい。
【００１４】
　誘導灯１０は、照明装置の例である。誘導灯１０は、電線５１で接続される分電盤５２
と、信号線５３で接続される信号装置５４と、信号装置５４を介して接続される自動火災
報知設備５５と、信号線５６で接続される煙感知器５７とともに、照明システム５０を構
成している。誘導灯１０は、上下階のうち避難階に近い階に設置された煙感知器５７に接
続される。また、誘導灯１０は、上下階に設置された他の誘導灯１０とも信号線５８（渡
り線）で接続される。なお、避難階に設置された誘導灯１０は、他の誘導灯１０と接続さ
れていなくてもよい。
【００１５】
　分電盤５２は、電線５１を介して誘導灯１０に電力を供給する。なお、誘導灯１０は、
非常用の電源として蓄電池を内蔵しているものとする。自動火災報知設備５５は、不図示
の感知器が熱や煙を感知した場合、あるいは、不図示の発信機が人間の操作等に従って所
定の信号を発信した場合、火災の発生を通知する火災信号や音声を出力する。信号装置５
４は、自動火災報知設備５５から出力された火災信号を受信すると、即ち、火災の発生を
感知すると、信号線５３を介して動作（点滅）信号（第１信号）を誘導灯１０に送信する
。煙感知器５７は、一定の濃度以上の煙を感知すると、信号線５６を介して停止信号（第
２信号）を送信する。この場合、誘導灯１０は、信号線５８を介して、上下階のうち避難
階に近い階に設置された他の誘導灯１０に停止信号を転送してもよい。
【００１６】
　図２は、誘導灯１０の斜視図である。図３は、誘導灯１０の構成を示すブロック図であ
る。
【００１７】
　図２及び図３において、誘導灯１０は、点滅機能部２０と誘導灯機能部３０を備える。
【００１８】
　点滅機能部２０は、点滅光源２１と、複数の停止表示ランプ２２と、点滅ユニット４０
と、透明カバー２３を備える。
【００１９】
　点滅光源２１は、キセノンランプ等であり、発光色が所定の色（例えば、白色）である
光源の例である。
【００２０】
　複数の停止表示ランプ２２は、赤色ＬＥＤや黄色ＬＥＤ等であり、全体の発光色が上記
所定の色と異なる色（赤色、黄色のほか、橙色等でもよい）である複数のＬＥＤの例であ
る。停止表示ランプ２２を全て赤色ＬＥＤ又は黄色ＬＥＤとすることで、遠方からも視認
しやすく、看者が危険であることを認識する光色で停止表示することができる。後述する
ように、ここでは、誘導灯１０は、停止表示ランプ２２を６つ備えているが、５つ以下あ
るいは７つ以上備えていてもよい。
【００２１】
　点滅ユニット４０は、外部信号（外部からの信号）を入力し、この外部信号に基づいて
点滅光源２１と停止表示ランプ２２の点灯状態を制御する。具体的には、点滅ユニット４
０は、入力される外部信号に基づいて、点滅光源２１と停止表示ランプ２２を点灯、点滅
又は消灯させる制御を行う。点滅ユニット４０が入力する外部信号は、例えば、信号装置
５４が出力する動作（点滅）信号や煙感知器５７が出力する停止信号である。
【００２２】
　点滅ユニット４０は、受信部４１と制御部４２を備える。
【００２３】
　受信部４１は、外部信号を受信する。具体的には、受信部４１は、信号装置５４から信
号線５３を介して動作（点滅）信号を受信する。また、受信部４１は、煙感知器５７から
信号線５６を介して停止信号を受信する。
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【００２４】
　制御部４２は、受信部４１が信号装置５４から動作（点滅）信号を受信していない場合
、点滅光源２１を消灯させる。一方、制御部４２は、受信部４１が信号装置５４から動作
（点滅）信号を受信した場合、点滅光源２１を点滅させる。制御部４２は、点滅光源２１
を点滅させているときに受信部４１が煙感知器５７から停止信号を受信した場合、点滅光
源２１を消灯させるとともに、停止表示ランプ２２を全て点灯又は点滅させる。
【００２５】
　制御部４２は、動作（点滅）信号より停止信号を優先することが望ましい。よって、制
御部４２は、動作（点滅）信号と停止信号を同時に受信した場合や、点滅光源２１を停止
させているときに停止信号を受信した場合には、停止信号に従って停止表示ランプ２２を
全て点灯又は点滅させればよい。
【００２６】
　上記のように、点滅ユニット４０は、信号装置５４が火災信号を受信したときには、点
滅機能を動作させる。そして、点滅ユニット４０は、避難方向に設置された煙感知器５７
が作動した場合、点滅機能を停止する基本機能を動作させる。また、これと同時に、点滅
ユニット４０は、煙が発生していることを視覚的に表示する停止表示ランプ２２を点灯又
は点滅させる煙感知器連動停止表示機能を動作させる。なお、点滅ユニット４０は、点滅
機能を動作させる際に、避難者を階段入口等へ誘導する誘導音を再生する機能を動作させ
てもよい。この場合、点滅ユニット４０は、点滅機能を停止する際に、誘導音を再生する
機能を停止してもよいし、誘導音の代わりに、避難者に階段入口等へ来ないよう警告する
音声を再生してもよい。
【００２７】
　点滅ユニット４０は、誘導灯１０の筐体１１（本体）に内蔵されている。筐体１１は、
少なくとも１つの面（前面、あるいは、前面及び後面）を表示面として、避難誘導のため
の文字と図柄との少なくともいずれかを当該表示面に表示する。ここでは、筐体１１は、
表示面として、避難誘導のための図柄を表示するシンボル面１２を有している。シンボル
面１２を蛍光ランプやＬＥＤ等の光源で照らす誘導灯機能部３０も、筐体１１に内蔵され
ている。
【００２８】
　停止表示ランプ２２は、シンボル面１２を筐体１１の正面としたときに筐体１１の上面
と底面と左側面と右側面とに相当する面の少なくともいずれかに取り付けられる。ここで
は、停止表示ランプ２２は、筐体１１の底面に取り付けられている。点滅光源２１も、筐
体１１の底面の同じ箇所に取り付けられている。このように、本実施の形態では、停止表
示ランプ２２が誘導灯１０の正面（シンボル面１２）や背面以外の部分に取り付けられて
いるため、通常の誘導灯と同等の厚みが得られる。また、誘導灯１０を両面灯とすること
ができる。即ち、本実施の形態では、停止表示ランプ２２が誘導灯１０の正面や背面以外
の部分に取り付けられているため、背面にも避難誘導のための文字や図柄を表示すること
ができる。なお、停止表示ランプ２２は、筐体１１の正面や背面に取り付けてもよい。こ
の場合、停止表示ランプ２２は、筐体１１の正面や背面に表示される文字や図柄とは一定
の間隔を空けて離れた位置（目立つ位置）に取り付けられることが望ましい。また、この
場合、誘導灯１０が片面灯であれば、停止表示ランプ２２は、筐体１１の正面と背面のう
ち、文字や図柄が表示される面に取り付けられることが望ましい。
【００２９】
　透明カバー２３は、透光性及び拡散性を有し、停止表示ランプ２２を覆うように筐体１
１に取り付けられるカバーの例である。本実施の形態では、透明カバー２３は、点滅光源
２１と停止表示ランプ２２を覆っている。
【００３０】
　図４（ａ）は、誘導灯１０の透明カバー２３で覆われた部分の正面図、図４（ｂ）は、
その側面図、図４（ｃ）は、その底面図、図４（ｄ）は、その断面図である。
【００３１】
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　図４（ａ）～（ｄ）において、透明カバー２３は、外形が略カマボコ状で、曲面部分に
エッジ部（折り曲げ部）が形成されており、短手方向の断面がホームベースのような五角
形となっている。透明カバー２３は、長手方向においても短手方向においても下方にいく
に従って幅が小さくなっており、特に、短手方向においては下端が尖っている。例えば、
透明カバー２３の短手方向の断面は、上辺を水平とし、５つある角の角度を上から、７５
度（左右とも）、１５０度（左右とも）、９０度（下端）等とすることができる。即ち、
透明カバー２３は、短手方向の側面の上部が急傾斜面であり、下部が緩傾斜面である。例
えば、急傾斜面と緩傾斜面の境目は、透明カバー２３の上端から全高の３分の２の位置等
とすることができる。透明カバー２３を、このような形状とすることで、停止表示ランプ
２２から発せられる光を様々な方向に散乱させることができ、拡散性が向上する。その結
果、停止表示ランプ２２の点灯又は点滅時の視認性が高まり、避難者にとって、そこから
避難しないほうがよいことがより分かりやすくなる。なお、透明カバー２３の形状は、こ
れに限らず、例えば短手方向の断面を円弧形状、半円形状、三角形状、矩形状、台形状、
その他の多角形状等としてもよい。
【００３２】
　透明カバー２３は、内側に、停止表示ランプ２２から発せられる光をシンボル面１２の
水平方向以外の方向に反射する反射面を有する。この反射面は、透明カバー２３の下部の
内面に塗装又は蒸着等により設けられた反射材２４によって形成されている。停止表示ラ
ンプ２２からの光が反射材２４の反射面で反射されるため、停止表示ランプ２２の点灯又
は点滅時の視認性がさらに高まる。又、内面に線状の凸部を１本以上配置して光を線状に
拡散させても同様の効果が得られる。
【００３３】
　停止表示ランプ２２は、視認性を良くするため、外部から観たときに点滅光源２１に重
ならないような並べ方で複数個配置されている。ここでは、停止表示ランプ２２は、点滅
光源２１の前方に２つ、後方に２つ、左右に１つずつが配置されている。このような配置
方法を採用することで、１つの透明カバー２３を、点滅光源２１と停止表示ランプ２２と
で共用できるという効果も得られる。
【００３４】
　次に、火災等が発生したときの照明システム５０の動作について、説明する。
【００３５】
　建物内で火災が発生すると、空気が温められて生じる上昇気流によって、火災により発
生した煙が居室内の天井付近から徐々に居室内全体に広がっていく。この煙を自動火災報
知設備５５が感知すると、信号装置５４は、動作（点滅）信号を誘導灯１０に出力する。
誘導灯１０の点滅ユニット４０は、この動作（点滅）信号が入力されると点滅光源２１を
点滅させ、避難者に避難方向を知らせる。
【００３６】
　このように、居室内の天井等の高い位置に煙感知器を設置した場合、居室内の上部に煙
が充満してきていることを避難者に通知することができる。したがって、避難者は居室内
の上部に煙が充満して危険なことを知ることができ、予め姿勢を低くして誘導灯１０の設
置された避難口から避難すべきとの判断が行え、安全に避難をすることができる。
【００３７】
　避難方向（地上であれば下階）に設置された煙感知器５７は、ある一定の濃度以上の煙
を感知したとき、停止信号を出力する。誘導灯１０の点滅ユニット４０は、動作（点滅）
信号が入力されているときに、停止信号が入力されると、まず、点滅光源２１を消灯（点
滅を停止）させる。次に、点滅ユニット４０は、動作（点滅）信号が入力されているとき
に、避難方向に設置されている煙感知器５７からの停止信号が入力され続けるとき、停止
表示ランプ２２を点灯又は点滅させる。
【００３８】
　停止信号が入力され、点滅ユニット４０が点滅光源２１を消灯させてから、その状態を
継続する場合、点滅ユニット４０を動作させているのが蓄電池であれば、その蓄電池は容
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量が残っていても使用されないままとなる。しかし、本実施の形態では、点滅ユニット４
０が停止表示ランプ２２を点灯又は点滅させるため、蓄電池を有効に利用することができ
る。
【００３９】
　例えば、煙が階段室内の高い位置に充満してきたとき、煙感知器５７の摂取用穴に煙が
入り込み、その濃度や時間等により煙感知器５７が作動し、停止信号を出力する。この場
合、上記のように、誘導灯１０の点滅ユニット４０は、点滅機能を停止させる。これは、
通常、非常口が１階にあることが多いため、１階に近い次の階（地上であれば下階）へ避
難誘導を行うが、その階で煙を感知したときに、その階へ避難誘導を行うと、避難者が煙
に巻き込まれるおそれがあるためである。本実施の形態では、点滅ユニット４０が、煙が
発生していることを視覚的に表示する停止表示ランプ２２として、危険を表す色である赤
色又は注意を表す色である黄色のＬＥＤを点灯又は点滅させるため、避難者は避難先（階
段室内の上部等）に煙が充満して危険なことを知ることができ、誘導灯１０の設置された
避難口から避難すべきでない、あるいは、他の避難口を探すべきとの判断が行え、安全に
避難をすることができる。つまり、点滅光源２１を消灯させ、停止表示ランプ２２を点灯
又は点滅させることで、積極的に避難誘導を行うことをやめ、少なくとも次の階で煙を感
知していることを避難者に知らせることができる。
【００４０】
　このように、本実施の形態では、点滅光源２１を有効に利用しながら、誘導先で一定の
濃度以上の煙が感知された場合にそこから避難しないほうがよいことを分かりやすく示す
ことが可能となる。さらに、本実施の形態では、透明カバー２３及びその反射材２４に停
止表示ランプ２２の光があたり、拡散、反射するため、停止表示ランプ２２の視認性が高
い。したがって、そこから避難しないほうがよいことをより分かりやすく示すことが可能
となる。
【００４１】
　本実施の形態では、非常時（パニック時）に他の避難経路が考えられない場合の最終手
段として、煙に十分注意を行いながら避難ができるように、誘導灯１０のシンボル面１２
は避難誘導を示すように点灯させつつ、停止表示ランプ２２を点灯又は点滅させて、少な
くとも次の階では煙を感知していることに関し、注意を喚起することができる。
【００４２】
　なお、通常別の階（地上であれば下階）に設置される煙感知器５７の動作を確認する際
は、その階に設置されている誘導灯１０の動作点検ランプにて、動作確認をしなければな
らない。しかし、本実施の形態では、点検時にも、誘導灯１０の停止表示ランプ２２を点
灯又は点滅させる動作を確認することにより、別の階に設置されている誘導灯１０の動作
点検ランプの点灯状態を確認することなく、別の階に設置されている煙感知器５７の動作
確認ができるため、点検が容易になる。
【００４３】
　本実施の形態では、煙が発生していることを視覚的に表示する停止表示ランプ２２とし
て、危険を表す色である赤色のＬＥＤ、又は、注意を表す色である黄色のＬＥＤを用いて
いるため、避難者が色で瞬時に危険を察知することができる。
【００４４】
　なお、前述したように、誘導灯１０は、非常時等に誘導音を発する誘導音付の煙感知器
連動停止表示機能付誘導灯であってもよい。
【００４５】
　以上のように、本実施の形態によれば、火災発生時に避難する方向に煙が充満している
ことが事前にわかり、事前に安全な避難口を選定して避難することが可能となる。
【００４６】
　本実施の形態では、避難先に煙が充満している場合、点滅機能（及び誘導音の再生機能
）が設けられた誘導灯１０の煙感知器連動停止機能により、点滅機能を停止するとともに
、そこに危険な煙が充満していることを知らせるために、停止表示ランプ２２を点灯又は
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点滅させる。したがって、避難者は火災発生場所から遠い安全な避難口に避難することが
可能となり、死亡事故や煙による中毒を防止しやすくなる。
【００４７】
　実施の形態２．
　本実施の形態について、主に実施の形態１との差異を説明する。
【００４８】
　図５は、本実施の形態に係る誘導灯１０の斜視図である。
【００４９】
　図５に示すように、停止表示ランプ２２は、筐体１１の底面の点滅光源２１と異なる箇
所に取り付けられてもよい。ここでは、停止表示ランプ２２は、カバーで覆われていない
が、透明カバー２３と同様のカバーで覆われていてもよい。
【００５０】
　実施の形態３．
　本実施の形態について、主に実施の形態１との差異を説明する。
【００５１】
　図６は、本実施の形態に係る誘導灯１０の斜視図である。
【００５２】
　図６において、停止表示ランプ２２は、点滅光源としても用いられる。したがって、本
実施の形態では、キセノンランプ等の点滅光源２１は不要となる。
【００５３】
　点滅ユニット４０において、受信部４１の動作については、実施の形態１と同様である
。
【００５４】
　制御部４２は、受信部４１が信号装置５４から動作（点滅）信号を受信していない場合
、停止表示ランプ２２を消灯させる。一方、制御部４２は、受信部４１が信号装置５４か
ら動作（点滅）信号を受信した場合、停止表示ランプ２２を白色（青色や緑色等でもよい
）に調光して点滅させる。制御部４２は、停止表示ランプ２２を白色に調光して点滅させ
ているときに受信部４１が煙感知器５７から停止信号を受信した場合、停止表示ランプ２
２を赤色又は黄色（橙色等でもよい）に調光して点灯又は点滅させる。
【００５５】
　実施の形態４．
　本実施の形態について、主に実施の形態１との差異を説明する。
【００５６】
　図７は、本実施の形態に係る誘導灯用装置１０ａの斜視図である。
【００５７】
　図７において、誘導灯用装置１０ａは、天井埋込型の煙感知器連動停止表示機能付誘導
灯用装置であり、実施の形態１の誘導灯１０から誘導灯機能部３０を省いたものである。
誘導灯用装置１０ａは、信号線を介して、誘導灯機能部３０を備えた外部の誘導灯（シン
ボル面１２も有する）に接続され、当該誘導灯とともに、実施の形態１と同様の照明装置
を構成する。照明装置の動作については、実施の形態１と同様である。
【００５８】
　実施の形態５．
　本実施の形態について、主に実施の形態４との差異を説明する。
【００５９】
　図８は、本実施の形態に係る誘導灯用装置１０ａの斜視図である。
【００６０】
　図８に示すように、誘導灯用装置１０ａは、壁直付型の煙感知器連動停止表示機能付誘
導灯用装置であってもよい。
【００６１】
　実施の形態６．



(9) JP 5709430 B2 2015.4.30

10

20

　本実施の形態について、主に実施の形態３との差異を説明する。
【００６２】
　図９は、本実施の形態に係る誘導灯用装置１０ａの斜視図である。
【００６３】
　図９において、誘導灯用装置１０ａは、実施の形態４と同様に、天井埋込型の煙感知器
連動停止表示機能付誘導灯用装置であり、実施の形態３の誘導灯１０から誘導灯機能部３
０を省いたものである。
【００６４】
　実施の形態７．
　本実施の形態について、主に実施の形態６との差異を説明する。
【００６５】
　図１０は、本実施の形態に係る誘導灯１０の斜視図である。
【００６６】
　図１０に示すように、誘導灯用装置１０ａは、壁直付型の煙感知器連動停止表示機能付
誘導灯用装置であってもよい。
【００６７】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、これらのうち、２つ以上の実施の形態
を組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらのうち、１つの実施の形態を部分
的に実施しても構わない。あるいは、これらのうち、２つ以上の実施の形態を部分的に組
み合わせて実施しても構わない。
【符号の説明】
【００６８】
　１０　誘導灯、１０ａ　誘導灯用装置、１１　筐体、１２　シンボル面、２０　点滅機
能部、２１　点滅光源、２２　停止表示ランプ、２３　透明カバー、２４　反射材、３０
　誘導灯機能部、４０　点滅ユニット、４１　受信部、４２　制御部、５０　照明システ
ム、５１　電線、５２　分電盤、５３　信号線、５４　信号装置、５５　自動火災報知設
備、５６　信号線、５７　煙感知器、５８　信号線。



(10) JP 5709430 B2 2015.4.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5709430 B2 2015.4.30

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 5709430 B2 2015.4.30

【図９】 【図１０】



(13) JP 5709430 B2 2015.4.30

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｆ２１Ｙ  101:02     　　　　        　　　　　

(56)参考文献  特開平０７－０４４７８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０５－０８７６８９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００９－２１８０８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２６５６９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２４１０６７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｂ　　３７／００－３９／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

